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森林組合法（以下「法」という）の一部を

改正する法律（以下「改正法」という）が2021

年４月に施行される
（注1）
。森林環境譲与税や森

林経営管理制度等の新制度が開始され、森

林組合系統が役割を担う地域林業への期待

がますます高まるなかでの改正となったた

め、その内容に対する注目度は高い。以下

では、法改正に至るまでの議論、改正内容、

国会でのやり取りを簡単にまとめ、今後の

展開について検討していく。
（注 1） 一部の条項は、経過措置が適用される。

法改正のうち組合間の連携強化について

は、政府と森林組合系統の双方がその必要

性を認識し、実現に至ったと判断される。

時系列順に、成長戦略フォローアップ（19

年６月21日閣議決定）、令和元年度全国森林

組合代表者大会（19年10月17日開催）、未来

投資会議構造改革徹底推進会合（19年11月

22日開催）の３つの会合記録や林野庁によ

る背景説明（20年３月）等の公表資料から、

その必要性に関する見解を確認できる。

（1）　成長戦略フォローアップ

19年６月21日に閣議決定された成長戦略

フォローアップでは、地方施策の一つに林

業改革を位置づけている。森林組合系統に

関わる記述は、第１表に掲げたとおり、２

か所で登場する。いずれの項目も、法改正

案における多様な連携手法の導入に関係す

るものであり、政府が森林組合系統の経営

基盤強化
（注2）
に向けた検討を指示したと捉えら

れる。なお、日本林業調査会『林政ニュー

ス』609号は、この閣議決定を受けて、林野

庁は法を改正する検討に着手したと報じて

いる。

（2）　令和元年度全国森林組合代表者

大会

19年10月17日に開催された令和元年度全

森林組合法の改正
―背景と論点―

1　法の改正に至るまでの議論

主事研究員　多田忠義

Ⅲ． 人口減少下での地方施策の強化
7．  農林水産業全体にわたる改革とスマート農林水産業の実現
（2） 新たに講ずべき具体的施策
ⅲ） 林業改革
①原木生産の集積・拡大
（略）
・ 森林組合について、製材工場等の大規模化等に対応し、組
合間の連携手法の多様化に向けた検討を行う。

（略）　
③木材の利用促進
（略）
・ 森林組合や民間企業等が連携して高付加価値木材製品の
輸出を行う取組の促進を図る。

（略）　
資料 　成長戦略フォローアップ
　　https://www.kantei.go.jp/jp/singi/keizaisaisei/pdf/
fu2019.pdf（20年8月4日最終確認）

（注） 　下線は筆者によるもの。

第1表　 成長戦略フォローアップにおける森林組合系統
の関係記述
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産業化に向けた改革の工程表、森林組合系

統の販売体制の強化およびスマート林業等

の林業イノベーションに向けた取組目標等

について
（注4）
、それぞれ議論した。長崎県森林

組合連合会は、足元の取組みを説明したが、

原木の需給調整を広域化することで安定供

給体制の確立と価格交渉力の更なる向上を

主眼に置いていた。この説明に続く形で、

林野庁は、「林業・木材産業の成長産業化に

向けた改革の工程表」に２つの新たな取組

事項を追加したことを提示し、詳細を説明

した。このうち、多様な連携に基づく森林

組合系統の販売体制強化に資する制度改正

は、原木生産の集積・拡大の取組みの分野

に位置づけられている。
（注 2） 改正法では、多様な連携手法の導入による
収益機会の確保やマーケティング力の強化（財
務基盤の強化）、正組合員資格の拡大（組織基盤
の強化）、一部の理事の要件制定（ガバナンスの
強化）が意図されており、これらが、経営基盤
強化の意図する内容と解される。

（注 3） 資料 6  長崎県森林組合連合会提出資料で足
元の販売体制強化に関する説明がなされている。

 http://www.kantei.go.jp/jp/singi/
keizaisaisei/miraitoshikaigi/
suishinkaigo2018/nourin/dai14/siryou6.pdf
（20年 8月 6日最終確認）

（注 4） 資料 7　農林水産省提出資料（2）で法改正
に関係する議論がなされている。

 http://www.kantei.go.jp/jp/singi/
keizaisaisei/miraitoshikaigi/
suishinkaigo2018/nourin/dai14/siryou7.pdf
（20年 8月 6日最終確認）

（1）　林政審議会での議論

法改正の論点整理は、森林・林業基本法

第29条に基づき設置されている林政審議会

国森林組合代表者大会では、令和２年度林

業政策・予算に関して、第２表に示した６

項目の要望を決議した。このうち、第２項

目は、法改正の内容に関係しており、森林

組合系統としても組合間の事業連携手法に

関する制度的措置を要望したことがうかが

える。なお、日本林業調査会『林政ニュー

ス』615号は、森林組合系統の総意として、

法改正を「強く要望する」ことを決定した

と報じている。

また、この要望に関連し、大会決議では、

多くの関係者との緊密な連携の下、「森林経

営管理制度の円滑な実施と森林組合・連合

会の事業連携強化・経営安定化のための取

組強化」に森林組合系統一丸となって取り

組んでいくことを表明している。

（3）　未来投資会議構造改革徹底推進

会合

19年11月22日に開催された未来投資会議

構造改革徹底推進会合「地域経済・インフ

ラ」会合（農林水産業）第14回では、長崎県

森林組合連合会が原木輸出および協定販売

について
（注3）
、林野庁が林業・木材産業の成長

1． 森林資源の循環利用推進と公益的機能発揮促進
（内訳は省略、以下3～6の項目も同様）　

2． 森林の適切な管理対策の推進
・森林経営管理制度の円滑な運用に向けた支援
・森林組合等の連携強化や経営安定等のための制度改正
・施業集約化・森林境界明確化の推進への支援
・シカ等による森林病虫獣害への対策強化・拡充

3． 人材の確保・育成と労働安全対策強化
4． 生産性向上と需要拡大による国産材の利用促進等
5． 林業及び山村振興等に必要な林業税制の改正
6． 激甚な災害からの復旧・復興
資料 　全国森林組合連合会『森林組合』No.593、15頁
（注） 　下線は筆者によるもの。

第2表　令和2年度林業政策・予算に関する要望（抜粋）

2　改正法を得る過程の議論
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確認）

改正法には、以下に述べる３つの主要な

事項およびその他規定の見直しが含まれて

いる。このなかで一番力点が置かれている

のは、森林組合系統の経営基盤を強化する

ために措置する「組合間の多様な連携手法

の導入」であるが、これ以外に、若年層・

女性の参画を促すこと、森林の有する公益

的機能の維持増進を図りつつ、林業所得の

増大に最大限配慮すること、および農協、

漁協について措置済みの改正事項について

同様に改正することなどが盛り込まれてい

る。

（1）　組合間の多様な連携手法の導入

これまで推進されてきた森林組合系統の

経営基盤強化対策は、主に合併であるが、

法改正により、「事業譲渡」「吸収分割」「新

設分割」が新たに規定されることとなる
（注6）
。

既存の個別森林組合の事業区域を変更する

必要はなく、複数の都道府県ないし市町村

にまたがった産地単位の販売を可能とする

もので、広域化に伴う需給情報の収集力向

上、取扱量増加に伴う価格交渉力の向上、

および林政審議会施策部会で執り行われた。

まず、19年10月31日の林政審議会（持ち回

り審議）で森林組合の現状について林政審

議会委員で共有したのち、同11月11日およ

び同12月２日に開催された施策部会では、

ドイツの林業連合も参考にしながら、森林

組合の販売体制強化や事業連携の手法、組

合員や理事への女性参加割合の引上げ、組

合員資格の拡大、理事会のあり方等につい

て検討を重ねた。その後、20年１月９日の

林政審議会では、施策部会における検討結

果の報告を受け、後述する３つの主要な事

項で法改正することに対し、審議委員の賛

同が得られた。

（2）　林野庁による法改正案の背景説明

林政審議会の議論を経て、20年３月に国

会に法案が提出された。その概要
（注5）
には、改

正を必要とする背景が説明されている（第

３表）。これまで述べてきた会合での議論の

出発点である林業の成長産業化や既に実施

されている森林経営管理制度等を着実に実

施するための経営基盤強化を目的とした法

改正であることが明示されている。
（注 5） 「森林組合法の一部を改正する法律案の概
要」

 https://www.maff.go.jp/j/law/bill/201/
attach/pdf/index-43.pdf（20年 8月17日最終

○  戦後造成された人工林の本格的な利用期の到来や、近年における森林経営管理制度の創設等を受けて、地域の林業経
営の重要な担い手である森林組合は、森林経営管理制度の担い手である「意欲と能力のある林業経営者」として、森林の
経営管理の集積・集約、木材の販売等の強化、さらにこれらを通じて山元への一層の利益還元を進めていくことが必要。

○  このため、森林組合と組合員との信頼関係を引き続き保ちつつ地域の森林整備に取り組みながら、販売事業を拡大して
経営基盤の強化を図ることができるよう、森林組合の組織運営に係る制度の見直しが必要。

資料 　（注5）の文書から一部抜粋
（注） 　下線は原文のまま。

第3表　森林組合法の一部を改正する法律案の概要（背景を抜粋）

3　改正法の主な内容と捉え方
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加で森林の適切な管理や利用が阻害される

懸念があるなか、森林組合の正組合員の資

格要件が拡大され、同一の世帯に属する者

から推定相続人に改正される。これにより、

森林組合の地区外に住む別世帯であっても、

推定相続人であれば、複数人が正組合員と

なる資格を得られるようになる。これは、

将来にわたって組合員を確保しやすくする

改正といえる。

また、相続等による代替わりで組合員の

後継者を捕捉できなくなる場合も散見され

るため、改正法により、所有者の探索に時

間を要する森林を減らしたり、所有者不明

森林の発生を抑制したりすることが期待さ

れる。

（3）　事業の執行体制の強化

理事に関する事項が２つ、森林組合の事

業目的に関する事項が１つ改正される。理

事に関する事項の１つ目は、「販売事業等又

は法人の経営に関し実践的な能力を有する」

理事の配置が義務化されることである。後

に国会での議論を紹介するが、現時点で、

どのような資格・経歴があれば適法である

か、明らかにされていない。一方で、改正

法の趣旨に照らせば、地域ごとに販売事業

の実態が異なることから明確な基準を定め

ることは難しいと考えられる。

理事に関する事項の２つ目は、理事の年

齢・性別の著しい偏りの是正である。林業

従事者の平均年齢は農業・漁業に比べ若返

りしているものの、理事は、男性かつ高齢

者に偏っている。SDGs達成の観点からも、

および需給調整能力の向上等が見込まれる

ものである。

森林組合の主要な収益源は森林整備部門

（全国の取扱高の５割）であるが、それに次

ぐ販売部門も同じく３割を占めている。森

林組合によって取扱高に占める販売部門の

割合は様々であるため一概にはいえないも

のの、事業譲渡や吸収・新設分割による販

売事業の強化を模索する地域が生まれる可

能性もある。また、合併に抵抗のあった森

林組合が、事業の一部を他の森林組合また

は森林組合連合会とともに法改正により措

置された方法で連携できるよう動き出す可

能性もある。

一方、都道府県森林組合連合会では、取

扱高の８割が販売事業である。大規模な製

材工場や合板工場が立地する地域では、森

林組合や森林組合連合会が販売事業を分離

統合し、大規模な需要に対応することも可

能になる。例えば、原木輸出体制を構築す

るうえで、都道府県森林組合連合会単位で

はなく、輸出港を軸にした原木の集荷圏単

位で販売部門を統合したほうが、効率よく

輸出事務や検疫対応、需給調整等を実行で

きると思われる。一方で、主力事業を分離

統合することはリスクという見方もあり、

県域を超えた窓口の一本化という従来の取

組みを維持する可能性もある。

（2）　正組合員資格の拡大

森林組合の経営基盤を強化するにあたり、

組織の基盤である組合員の確保は極めて重

要な事業課題である。所有者不明森林の増
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る規定を削除すること。

③出資一口の金額の減少、合併等におけ

る債権者の異議申立の手続きを簡素化す

るよう規定を改正すること。
（注 6） 詳しくは、林野庁（2020）「特集　森林組
合法改正～森林組合の経営基盤強化に向けて～」
『林野』 7月号、No.160、 3～ 6頁を参照のこと。
 https://www.rinya.maff.go.jp/j/kouhou/
kouhousitu/jouhoushi/attach/pdf/0207-4.
pdf（20年 8月19日最終確認）

法案に対し、第201回通常国会の会期中、

両院農林水産委員会で質疑が行われた。以

下では、筆者が特に注目した論点について、

発言を参照しながら確認していきたい
（注7）
。

（1）　「営利を目的としてその事業を行つ

てはならない」との規定を削除し、

「組合は、その事業を行うに当たつ

ては、森林の有する公益的機能の

維持増進を図りつつ、林業所得の

増大に最大限の配慮をしなければ

ならない」を新設したことについて

注目論点の１つ目は、いわゆる非営利規

定の削除についてである。そもそも、現行

の農業協同組合法、水産業協同組合法では、

「営利を目的としてその事業を行つてはな

らない」という規定はない
（注8）
。また、非営利

規定が削除されても、森林組合が組合員へ

直接奉仕する基本原則には変わりがないこ

とを確認している。あくまでも、森林の持

つ公益的機能の維持増進を図ることを担保

しつつ、組合員への利益還元、職員の処遇

年齢構成・性別の偏り是正は必要な措置で

ある。ただし、森林組合の組合員は、山林

所有者を基盤とし、業を営む者を基盤とす

る農協・漁協とは異なるため、この偏り是

正は容易ではない。また、本規定はいわゆ

る「努力義務」であり、林野行政や森林組

合系統がこのことに対しどの程度積極的に

取り組むかが鍵を握る。

森林組合系統の事業目的に関する事項は、

事業の目的規定の一部削除と追加である。

具体的には、森林組合系統が「営利を目的

としてその事業を行つてはならない」旨の

規定が削除され、森林組合系統が「その事

業を行うに当たつては、森林の有する公益

的機能の維持増進を図りつつ、林業所得の

増大に最大限の配慮をしなければならない」

旨の規定が追加される。もっとも、追加さ

れる規定は、これまでも森林組合系統が積

極的に取り組んできたといえる。法改正を

受けて、森林組合系統は改めて森林の公益

的機能の維持増進と林業所得の増大に努め

ていくこととなる。

（4）　その他の改正事項

以下の３点は、農協、漁協に対して措置

済みの改正事項であることから、森林組合

系統に対しても同様に改正される。

①現場での活用があまりみられないこと

から、専用契約（組合員が所属する森林組

合の事業の一部を専ら利用すべき旨の契約）

に関する規定を削除すること。

②最高裁判所の判例や農協法改正を踏ま

え、役員（理事）の競業避止義務に関す

4　国会での議論
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きとの指摘や改善策の具体化を要望する場

面があった（第６、７表）。

政府参考人や農林水産大臣等の答弁では、

森林組合によって事情が異なることから数

値目標の設定は慎重にならざるを得ないも

のの、現在検討中の次期系統運動方針が策

定される機会を捉え、関係諸団体と連携し

ながら農林水産省として系統へ働きかけて

いくこと、および森林組合系統だけでなく

農協も含めた優良事例の横展開を図る方向

性が提示された（第６、７表）。

（3）　理事要件「林産物の販売若しくは

これに関連する事業又はこれらの

事業を行う法人の経営に関し実践

的な能力を有する者」について

この規定を満たす要件、人材確保の方法

について、林野庁の見解が示された（第８

表）。今後、林野庁は資格要件等を厳しく設

けず、柔軟な運用を認める方向であること

改善を促すため、改正案を得たとしている

（第４表）。

なお、加工部門の赤字を他の部門で補っ

ている森林組合も存在することを念頭に、

本規定の改正が、部門別採算性の強化につ

ながるのではないかと懸念する指摘があっ

たものの、林野庁は、その懸念はあたらな

いとの考えを提示した（第５表）。

（2）　女性の組合員や理事の割合を改善

する方法について

森林組合の組合員や理事に占める女性の

割合は現状、農協に比べ圧倒的に低い。正

組合員に占める女性の割合は、農協で22.4％

（19年）、森林組合は10.4％（18年度）、役員

（常勤・非常勤理事および監事、農協は経営管

理委員も含む）に占める女性の割合は、農協

で8.4％（19年）、森林組合で0.5％（18年度）

である
（注9）
。この現状は、両院の農林水産委員

会で委員から示され、数値目標を設定すべ

本郷林野庁長官「森林組合については、改正後も森林組合員への直接の奉仕が求められることには変わりがございません。
さらに、今後は、森林経営管理制度の創設を受けて、意欲と能力のある林業経営者として山元への一層の利益還元に向けて
ますます大きな役割を果たすことが期待されているところと考えております。
　このような中で、営利を目的としてその事業を行ってはならないとの規定を今後とも残したままとすると、あたかも組合が
組合員の利益増進のためであっても利益を得てはならないというような誤解を与えかねませんし、現実に、組合員が組合の
利益増進のためでも利益を得てはならないと発言する森林組合の役員もいたりすることから、このような規定を削除した上
で、組合員への利益の還元、組合の事業に従事する者の処遇の改善を促すため、林業所得の増大に最大限の配慮をしなけ
ればならないということを公益的機能の維持増進を図ることと併せて規定に追加したところでございます。」
資料 　「第201回国会参議院農林水産委員会会議録第12号（令和2年5月14日）」より抜粋
（注） 　下線は筆者による。

第4表　非営利規定に関する参議院農林水産委員会でのやり取り：その1

紙委員「（略）ある森林組合の役員さんは、こん包材とか製材などを行っている加工部門が赤字だけれども、地元の雇用を守
るために事業を継続していると。（略）
　森林所得を最大限に配慮するというふうに言われたら、これ、赤字部門を切り捨てる森林組合が出てくるんじゃないんです
か。」
本郷林野庁長官「（略）今委員が申し上げられましたような、地域の雇用を守る、地域の森林を守るということも森林組合の、
特に組合員の利益を守っていくためにも必要なことだというふうに思っております。」
資料、（注）とも第4表に同じ

第5表　非営利規定に関する参議院農林水産委員会でのやり取り：その2
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なお、販売事業を行わない組合について

は、この規定の適用を免れる旨の答弁があ

ったが、改正法には規定されていないこと

から、別途、政令により当該条項は適用除

外であることが規定されるとみられる（第

９表）。

と、人材育成を図るための予算が措置済み

であることが読み取れる。また、森林組合

系統の販売事業にマーケティングの考え方

を取り入れ、原木の価値を最大化し、もっ

て、林業所得の最大化に貢献してほしいと

いう林野庁の考えが、この答弁に表れてい

る（第９表）。

藤木大臣政務官「（略）森林組合における組合員の後継者世代や女性の参画については、森林組合系統が自主的に取り組ん
でいただくことが重要であると考えております。そのためには、本年秋に策定される系統運動方針において系統としての数
値目標が決定されることも重要であると考えており、農林水産省としても系統に働きかけてまいりたいと考えております。
　また、若年層や女性が組合員となって組合の活動が活性化している事例等を紹介し、横展開を図ることによって系統の取
組を後押しするなど、取組状況の進展の度合いに応じた適切な促進策などを講じることにより、組合員の若返りと女性の参
加の一層の後押しを行ってまいりたいと考えております。
（中略）　
打越委員「（略）やはり女性の参画の推進というのを目指すのであれば法案というわけではなくて政策の中でということにな
ると思いますけれども、数値目標を掲げるというようなことを御検討いただけないでしょうか。」
江藤農林水産大臣「（略）それぞれの森林組合によって事情が違いますので、それぞれの地域によって足し上げる形で目標を
立てていただかなければなりませんから、こちらの方から、我々は極めて公的な機関ですので、これをやらなければなりませ
んということはなかなか難しいですが、しかし、連携をして、こういう方々に対しても数値目標を是非定めてほしいという要請
はさせていただこうというふうに思っております。（略）男女共同参画社会の実現ということで、決して山に入ることだけが森
林組合の経営じゃありませんので、販売であったり福利厚生であったり、いろんなほかの部門で組合の中で女性が活躍いた
だける場面というのはたくさんあると思います。もちろん山に入っていくことも含めて、これから、そういう団体の方々とも、
運動方針の策定に当たってはできるアドバイスはしっかりさせていただきたいと、そう考えております。」
資料、（注）とも第4表に同じ

第6表　女性の組合員や理事の割合を改善する方法に関する参議院農林水産委員会でのやり取り

森夏枝委員「（略）森林組合での女性参画の促進も重要であるとの認識で本法改正を進めておられると思いますが、まずは
農協の状況について伺います。（略）」
横山政府参考人「（略）農協系統では、平成六年、第二十回のJA全国大会におきまして、女性の正組合員加入、総代、理事へ
の就任、各種委員会への参加を進めることを決議をいたしました。さらに、平成三十一年の第二十八回大会におきまして、正
組合員の三〇％以上、総代の一五％以上、理事等の一五％以上という目標を定め、それを受けまして各JAで取り組んでき
ているところでございます。（略：優良事例としてJAグループ滋賀の取組みを紹介）」
森夏枝委員「（略）女性正組合員や役員をふやすために何か積極的に取り組まれることはあるのでしょうか。」
本郷林野庁長官「（略）森林組合における女性の参画については、今も農協のお話がございましたけれども、農協系統が自主
的に取り組み、さまざまな活動をされた結果、女性の割合がふえている、そういうものを追いかけまして、森林組合系統が自
主的に取り組んでいただくことが重要であると考えております。（略）
　農林水産省としても、このようなことを系統に働きかけてまいりたいと考えておりますし、女性が正組合員や役員となって
活躍していくことで組合の活性化が図られている、そういう事例が出ればそういうものを紹介し、横展開を図ることによって、
系統の取組を後押ししてまいりたいというふうに考えております。」
資料　「第201回国会衆議院農林水産委員会会議録第14号（令和2年5月27日）」より抜粋
（注）　下線は筆者による。

第7表　女性の組合員や理事の割合を改善する方法に関する衆議院農林水産委員会でのやり取り

本郷林野庁長官「販売事業に関して実践的な能力を有する理事については、販売に関して実務経験のある者、経営の分析の
可能な者などが当たるということで、具体的には各組合で実態に応じて判断してもらうことを考えておりますけれども、例え
ば、組合の販売事業において中心的な役割を担っている職員、あるいは原木市場、森林組合の木材共販所、そういうものに
勤務した経験がございまして木材販売に関してノウハウのある者を登用することなどが想定をされるところでございます。
　令和二年度予算においても新たに措置したこれらの林業経営を担う人材の育成を図るための予算を活用しながら、理事
の育成、確保を図ってまいりたいというふうに考えております。」
資料、（注）とも第4表に同じ

第8表　理事の要件に関する参議院農林水産委員会でのやり取り
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で定められ、21年４月の施行日を迎えるこ

ととなろう。当面は、政令の中身に注目す

る必要がある。また、現在検討中の次期系

統運動方針でどのような目標が示されるか

も、改正法の実効性を高めていくうえで焦

点となる。

今後の展開で注目すべきは、改正法で措

置される各規定を森林組合系統がどの程度

生かして事業を推進していくかである。新

型コロナウイルス感染症の影響で一時的に

木材需要が縮小するなか、経営基盤の強化

手法として、改正法で措置される多様な連

携手段の活用を模索する森林組合・連合会

が出現する可能性はあるだろう。

　＜参考文献＞
・ 田辺真裕子（2020）「森林組合の経営基盤強化に向
けた法改正―森林組合法改正案をめぐる国会論議―」
『立法と調査』 7月、No.426、59～70頁

（ただ　ただよし）

（4）　地域や森林組合系統の個別事情を

勘案するよう釘を刺した附帯決議

参議院および衆議院農林水産委員会では、

法案の採決後、附帯決議が付された。文言

に違いはあるものの、趣旨はほぼ同一で、

地域や森林組合系統の個別事情に応じた経

営基盤の強化、各種環境整備を推進するよ

う支援の拡充や指導を要望する旨が定めら

れている。例えば、正組合員や役員に占め

る女性の割合の数値目標は、地域ごとの実

情を踏まえて設定されるべきと解釈される。
（注 7） 田辺（2020）は、改正案の国会における議
論の要点を網羅している。

（注 8） 農業協同組合法では、16年 4月の改正法施
行で非営利規定が削除された。

（注 9） 農協の値は、JA全中「全JA調査（平成31

年 4月 1日現在）」、同「JA女性役員等調査（令
和元年 7月末現在）」に基づく。森林組合の値は、
林野庁「平成30年度森林組合統計」に基づく。

改正法の規定の詳細は必要に応じて政令

5　今後の展開

本郷林野庁長官「（略）これまでの森林組合法においては、販売事業等に関し実践的な能力を有する理事を配置すべき旨に
ついての規定を置いておりませんでしたが、（略）今回新設する第四十四条第十項は、これを法律上明文化し、森林組合の
マーケティング力の強化を促進するものでございます。
　このため、このような理事を配置することが求められる組合は販売事業を行う組合に限ることとしており、御指摘のような
森林整備事業だけを行い販売事業を行わない組合については対象外と考えております。」
資料、（注）とも第7表に同じ

第9表　理事の要件に関する衆議院農林水産委員会でのやり取り
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